
福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会の開催について  

（案）  

1．設置目的   

社会保障審議会介護給付費分科会からの「福祉用具貸与の価格について  

は、同一用具に係る価格差などその実態について調査・研究を行うととも  

に、これを踏まえ、早急に報酬の在り方について見直しを行い、適正化を  

図ること」との答申を踏まえ、福祉用具の報酬の在り方等について、今後  

社会保障審議会介護給付費分科会に串いて審議を行うための論点の整理及  

び技術的な事項の検討等を行うことを目的とする。  

2．メンバー等  

（1）別添のとおり。  

（2）老健局振興課が庶務を実施する。  

3．検討事項  

（1）福祉用具の報酬の在り方に関する事項  

（2）福祉用具における保険給付の在り方に関する事項  

4 その他  

（1）座長は、討議の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として  

招致することができる。  

（2〉 必要に応じ、検討会の下に部会を設けることができる。  

（3）検討会は、原則として公開とする。   



（別添）  

福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会 メンバー表（案）  

氏  名   所  属   役  職   

池田 茂   社団法人 日本福祉用具供給協会 理事長   

池田 省三   龍谷大学 数才受   

石川 良一   
全国市長会 介護保険対策特別委員会 委員長  

（東京都稲城市長）   

伊藤 利之   横浜市総合リハビリテーションセンター 顧問   

木村 憲司   日本福祉用具・生活支援用具協会 会長   

木村 隆次   日本介護支援専門員協会 会長   

久留 善武   社団法人 シルバーサービス振興会 企画部長   

田中  滋   慶鷹義塾大学大学院 経営管理研究科 教授   

対馬 忠明   健康保険組合連合会 専務理事   

東畠 弘子   ジャーナリスト   

村尾 俊明   財団法人 テクノエイド協会 常務理事   

山内  繁   早稲田大学 人間科学学術院 特任教授   

（敬称略・50音順）   



長i  社保審発語：Ⅰ宅  

平成18年1月26日  

厚生労働大臣   

川崎 二郎 殿   
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社会保障審議会  

会長 貝・塚  

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（仮称）、指定  

介護予防サービスに要する費用の額の算定に閲す畠基準（仮称）、指定地域密着  

型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（仮称）、指定介護予  

防支援に要する費用の額の算定に関する基準（仮称）、指定地域密着型サービス  

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（仮称）、指定介護予防サービス等  

の事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定介護予防サービスに係る  

介護予防わための効果的な支援の方法に関する基準（仮称）、指定地域密着型介  

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着  

型介護予防サービスに係る介顔予防のための効果的な支援の方陰に関する基準  

（仮称）及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準並びに指  

定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方娃に関する基準（仮  

称）の制定並びに指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指  

定居宅介護支援に要する費用の貌の算定に関する基準、指定施設サービス等に  

要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅サービス等の事業の人員、設備  

及び運営に関する基準、鴇定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基  

準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準、介護老人保健  

施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準及び指定介護療養型医療施  
設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正について（答申）   

平成18年1月26．日厚生労働省発老第O126001号をもって社会保障審議会  

に諮問のあった標記については了承する。   

なお、下畠の事項については、社会保睡審議会介護給付費分科会におけるこ  

れまでの審議も踏まえ、今回の介護報酬・基準等の見直し後、さらに検討を進   



め、適切な対応を行うものとする。  

旨己  

1．介護保険法の一部改正に伴い、新たに導入された「介護予防サービス」や   

「地域密着型サー‾ビス」、今回の介護報酬改定において基本的な見直しが行   

われた「居宅介護支援及び介護予防支援J、さらに「療養通所介護」等の新   

たな取組みをはじめ、今回の改定後のサービスの利用実態等について、この   

度の改定の「基本的な視点」も踏まえ、今後、調査・分析を適切に行うこと。  

2．介護給付の訪問介護については、醸酬体系の機能別再編に向けて、訪問介   

護の行為内容の調査研究を行うこと。  

3．特定施設等の居住系サービスや介護保険施設の報酬体系・水準について鱒、   

支給限度額とのバランスや介護保険施設の将来像も踏まえ、今後、その在り   

方について検討を進めること。  

4－ 福祉用具貸与の価格については、同一用具に係る価格差などその実態につ  

いて調査・研究を行うとともに、これを踏まえ、早急に報酬の在  り方につい  

て見直しを行い、適正化を図ること。  

4   



介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方（案）  
（第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会提出資料（Hl．0．8．24））  

福祉用具の範囲  ′■  、  
′  ヽ  

′   

要介護者等の自立の促進又は介助者の負担 5．  

の軽減を図るもの  

起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであ  

り、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完  
することを主たる目的とするものではないもの  

（例えば、義手義足、眼鏡等は対象外）  

＼  

匂   

a  

匿  

農  

協  

日  

日  

騒   

庄  

野  

8   

屋   

耳   

E  

要介護者等でない青も使用する一般の生活用  

晶でなく、介護のために新たな価値付けを有す  

るもの  

（例えば、平ベッド等は対象外）  

ある程度の経済的負担があり、給付対象となることによ  
り利用促進が図られるもの  

（一般的に低い価格のものは対象外）  

治療用等医療の観点から使用するものではなく、  

日常生活の場面で使用するもの  

（例えば、吸入器、吸引器等は対象外）  

3．  

取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者  

でも一般的に利用に支障のないもの  

（例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外）  

7．  

在宅で使用するもの  

（例えば、特殊浴槽等は対象外）  

4．  

居宅福祉用具購入真の対象用具の考え方  

●福祉用具の給付は、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方から   
原則貸与  

●購入真の対象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対象用具を選定  

1． 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの（入浴・排せつ関連用具）  

2． 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの（つり上げ式リフトのつり具）  
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介護保険における福祉用具（概要）  

1 介護保険における福祉用異  

心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活   

の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、要介護者等   

の日常生活の自立を助けるための用具   

2 介護保険における福祉用具のサービス  

福祉用具貸与   福祉用具購入   

事業概要   福祉用具を指定事業者から   入浴や排せつ等に用いる福祉  
貸与   用具（特定福祉用具）の購入  

（償還払い）。  
（H18■より指定制導入）   

対象種冒  ・車いす   ■腰掛便座  

・車いす付属品   ・特殊尿器  

一特殊寝台   ・入浴補助用具（入浴用い  
・特殊寝台付属品   す、浴槽用手すり、浴槽内  
・床ずれ防止用具   いす、入浴台、浴室内すの  
・体位変換器   こ、浴槽内すのこ）  
・手すり   ・簡易浴槽  

・スロープ  ・移動用リフトのつり具の部分   
一歩行器  

■歩行補助つえ  

・認知症老人排梱感知機器  
・移動用リフト（つり具の部  

分を除く）  

支給限度基   要支援、要介護度別の支給  10万円   
準額   限度基準額の範囲．内において、  ※要支援、要介護区分にかか  

他のサービスと組み合わせ   わらず定額  
※同一支給限度額管理期間内  
（4／1～3／31の1年間）は、  

用途及び機能が著しく異なる場  
合、並びに破損や要介護状態の  
変化等の特別の事情がある場合  
を除き、同一種目につき1回の  
み支給   

給付割合   サービス利用料の9割   購入費の9割   

給付額  現に要した費用（実勢価格）  現に要した費用（実勢価格）  



福祉用具導入プロセス   実施者  

貸与事業所   

］   



福祉用具サービス提供の際、必要とされる規定（運営基準）  

（例）サービス提供期間が12月の場合  

開   l   
2   3   4   5   6   7   8   

終  

コスト  始    月   
9   

0  2  了  

時  
月  月  月  月  月  月  月  月   月  l 月   月   時   

継定  
物品  

貸与  

継続的に算定  
人自勺サービス   （おしなべて）   

物品  

販売  

⊂］  

人的サービス   
B  

A  

□A：相談、情報提供、点検、調整、文書交付、（動作指導）、消毒、保管、搬入  

口B：相談、情報提供、点検、調整、文書交付、（動作指導）、搬入  

（※）点検等：機能安全性、衛生状態等及び、要請に応じて行う使用状況の確   

認、使用方法の指導、修理、必要に応じたケアプランへ見直しの際の措置 等  

【福祉用具専門相談員の業務】  
①貸与   
◎心身の状況、希望、環境を踏まえ相談に応じる。機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、同意を得る。  
Q皇塵鹿、安全性、衛生状態等lこ閲す旦点媛  
⑳調整を行う。使用用法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を交付し、説明を行った上で使用させながら使用方法の指導を行う。  

に応じ 9羞題等に応じ、貸与した福祉用具の使用状況の確認。必要、便㈱  卸（199条）   
②販売   
⑳心身の状況、希望、環境を踏まえ相談に応じる。機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、同意を得る。   
⑳機能、安全性、衛生状態等に関する点検   
○調整を行う。使用用法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を交付し、説明を行った上で使用させながら使用方法の指導を行う。く214条）   
※ ●は導入時、○は、サービス提供中に行うサービス   
※ 介護予防サービスはほぼ同趣旨のため略   



介護保険における福祉用具の貸与及び販売の流れ図  

好 居 窟 忍 眉 貞 厨 房  窟 起 用 男 貸 与  
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福祉用具貸与  
指定福祉用具貸与事業者  
（専門相談員を2名以上配置）  要支援・要介護者  

レンタル料  

（1割負担）  

ケアプラン  

作成（必要な理由  
の記載）   

検証  

サービス  

提供票  こ  
l  
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居宅介護支援事業所  
（介護支援専門員）  

指 定  
し＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

※ 介護支援  

福祉用具   
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場合  

ケアプランに「必要な理由の  
給付管理票   



平成19年7月13日  

財団法人テクノエイド協会  

介護保険における福祉用具貸与の実態に関する調査研究  

調査結果の概要  

Ⅰ．事業の目的   

介護保険における福祉用具貸与に係る介護報酬については、公定価格ではなく、現に福  

祉用具貸与に要した費用の額が介護報酬とされており、指定貸与事業者ごと■に貸与価格が  

設定されている。また、同じ商品であっても新品と一定期間使用されたものとでは貸与価  

格が異なること、事業者の規模等により管理費用および流通費用が異なること等により、  

事業者によ1）て価格差が生じている。   

今般、同一一の商品において想定しにくい価格差が生じているケースが指摘されており、  

全国規模での実態の把握が求められているところである。   

本事業では、介護保険給付実態調査による個票データを基に、同一福祉用具についての  

価格差の実態について調査するとともに、貸与事業者における収支の状況、貸与価格の設  

定方法、さらに実際の介護保険福祉用具利用者に対して、貸与サービス全般に関する意識  

調査等を行うことにより、介護保険における福祉用具貸与事業の実態および課題について、  

明らかにすることとした。  

Ⅲ．事業の実施概要  

1．調査研究委員会の設置   

本事業実施にあたり、学識経験者や実務者等から構成する検討委員会を設置した。  

2．レンタル価格についての分析   

介護給付費分科会等から指摘された貸与価格の価格差の実態について、介護給付費実   

態調査によるデータを基に、貸与価格の分布から分析を行った。  

3．福祉用具貸与事業者に対する実態調査等   

福祉用具貸与事業における損益及び費用構造等を把握する目的から、実態調査を行う   

とともに、貸与価格の設定方法等を把握するためのアンケート調査を行った。  

（手調査対象  

都道府県知事の指定を受けている福祉用具貸与事業所を対象として、平成18年9月   

30日時点で「WM－NI∃T（ワムネット）」（独立行政法人福祉医療機構における福祉・   



保健・医療関連の情報を提供するための総合的な情報サイト）に登録されている9，003   

事業所を級地及び従事者数で層化し、抽出率2分の1で無作為抽出した4，502事業所   

を対象とした。  

②調査方法  

郵送配布及び郵送回収  

③調査期間  

・調査月 ：平成18年11月  

・発送日 ：平成18年12月14日  

・提出期限：平成19年1月22日  

④調査票   

「平成18年度介護保険における福祉用具貸与の実態調査 A票」（別添）  

→ 損益や資産取得状況等を把握する目的   

「平成18年度介護保険における福祉用具貸与の実態調査 B票」（別添）  

→ 価格行動等を把握する目的  

⑤回収状況   

事業所調査は、1，199事業所から提出があり、回収率は28．9％。集計・分析は記入内   

容の疑義等について解消された195事業所について行った。  

（D発送数   4，502   

e）休止廃止等   353   

（含）回収数   1，199   

（室）有効回答数   195   

回収率（③／（①－②））   28．9％   

有効回答率（④／（（〇－②））   4．7％  

分析対象とした調査票は′J、数にとどまったが、これは整合性が確保された正確なデ  

ータ集計を行うためにサンプルを絞り込んだためである。（電算審査基準を設定のうえ  

記載された数字の整合性が確認されたもののみを集計の対象とした。）   

また、この事業所の損益及び費用構造等に関する分析結果は、必ずしも現在の福祉  

用具貸与事業所全体を代表するものではなく、現時点で福祉用具貸与事業を独立的に  

会計把握している一一部事業所の状況であることに留意する必要がある。  

4．利用者に対する調査   

利用者の介護保険貸与価格等に関する意識及び、貸与事業者選定にあたって特に留意   

している事項等を把握するためのアンケート調査を行った。   

①調査対象  

日本介護支援専門員脇会の脇力を得て、全国の介護保険における福祉用具貸与利用者   



のうち、車いす又は特殊寝台を利用している1，400人を調査対象とした。  

都道府県毎の調査数については、各県における高齢者人口に応じて比例配分を行い対   

象人数の抽出を行った。  

②調査方法等  

同協会所属の介護支援専門員が、実際に利用者宅へ訪問し、聞き取り調査を行った。  

③調査月等  

・調査月 ：平成18年12月～平成19年1月  

・発送日 ：平成18年12月22日  

・提出期限：平成19年1月22日  

④調査票  

「平成18年度介護保険における福祉用具貸与の実態調査【利用者（車いす・特   

殊寝台）調査票】」（別添）   

一→ レンタルサービスに対する意識に関する事項等  

⑤回収状況  

利用者調査は、708人から提出があり、回収率は50．6％であった。  

（D発送数   1，400   

②回収数   708   

回収率（②／（D）   50．6％   
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Ⅲ．調査結果の概要  

1．レンタル価格の分布について   

介護給付費実態調査の個票データを用いて分析を行った。   

利用したデータの概要は、以下の通りである。   

＞ 分析の対象とした期間は、2005年（平成17年）4月～2006年（平成18年）3月ま  

でのサービス提供分とした。   

＞ 福祉用具貸与の給付費明細書のうち、「摘要」欄に「TAISコード1」が入力されてい  

ないデータについては、商品を特定できないため、分析から除外した。   

＞ 福祉用具貸与の利用日数が1ケ月間に満たないデータについては、分析から除外し  

た。  

①平成17年度  ②分析の対象とした  
介護給付費実態調査  請求件数  ②／①   

（千件）  （千件）  

1重いす   4．992．2   2．420．4  48．5％   

2貴いす付属品   1．017．7   434．4  42．7％   

3特殊庫台   臥269．8   4．160．3  50．3％   
4特殊寝台付属品   20．801，1   10．423．1  50．1％   

5床ずれ防止用具   1．737．7   935．6  53．8％   

6体位変換器   100．5   23．1  22．9％   

7手すリ   678．4   293．1  43．2％   

8スロープ   614．4   254．9  41．5％   

9歩行器   1．484．7   582．9  39．3％   

10歩行補助っ烹   723．4   334，6  46．3％   

11認知症老人排梱感知機器   21．8   5．7  26．0％   

12移動用リフト   553．4   259．4  46．9％  

福祉用具の種類別2に、給付額シェアの第3位までの商品について、シェア、価格の分布、  

受給者別のレンタル価格3（給付単位数）の十分位数4を算出した。また、価格差の大きさを  

十分位分散係数を用いて評価した（十分位分散係数とは、第9十分位と第1十分位の差を  

第5十分位（中央値）の2倍で除したもので、その値が′」、さいほど分布の広がりの程度が  

／J、さいことを示す）。   

その結果、ごく一部にはずれ値はあるものの、平均単位数が1000単位を超える商品につ  

いての十分位分散係数は、概ね0．3以内に収まっており、全国物価統計との比較においても、  

1「TAISコード」とは、各企業から提供された福祉用具の所在を的確に認識するためのデータベース管理  

コードである。企業を言忍識するための5桁の「企業コード」と、その企業内の福祉用具を認識するための  

6桁の「福祉用具コード」をハイフンで結んだもの。（00000－000000）   

「TAIS」とは、「TbchnicalAはsInfbrmationSystem」の略。財団法人テクノエイド協会が構築し運用  

している福祉用具の情報提供システムを指す。（http：〟www．techno－aids．or．jp／）  

2福祉用具の種類は、CCTA95に基づいて分類を行った。CCTA95は、（財）テクノエイド協会が「ISO9999  

の福祉用具分類との調和を図りつつ独立したもの」として制定した福祉用具の分類コードである。  

3受給者が当該商品を利用している期間中の平均給付単位数をレンタル価格として定義を行った。  

4受給者別のレンタル価格（給付単位数）を昇順に並べ替え、件数を10等分したときの境界にあたる価格。  

レンタル価格（給付単位数）が安いほうから10％に位置する値を第1十分位、20％に位置する値を第2十  

分位、…・、90％に位置する値を第9十分位、最大値を第10十分位と呼ぶ。   



実態として過大な価格差は認められなかった。   

また、同様の分析を地域区分別や事業者規模別、競合する事業所数別等でも試みたが上  

記と同様、実態として過大な価格差は言忍められなかった。   

なお、岬  

は、その理由を把握したり、必要に応じて指導したりするしくみの検討も必要と考えられ  

2．福祉用具貸与の価格の動向について  

（1）介護給付費実態調査からの分析   

介護給付費実態調査のデータを用いて、 CCTA95わ分類に基づく、介助用牽いすこ後   

輪駆動式車いす、電動ギャッチベッドについて、2003年（平成15年）4月～2006年（平   

成18年）3月のレンタル価格の推移をみると、価格は概ね下落傾向にあった。   

また、福祉用具種類別に貸与価格の推移を見た結果、貸与価格の下落は、市場に新製   

品が投入される際にレンタル価格が下落することで、全体の平均価格も下落する傾向に   

あると推察される。   

介助用車いす、後輪駆動式車いす、電動ギャッチベッドについて、要介護度別の継続   

利用期間を算出した結果、要介護度が高いほど、継続利用期間が短い傾向にあることが   

確認された。  

（2）事業者の価格に関する意識   

事業者に対するアンケート調査結果によれば、サービス内容を勘案し設定していると   

回答した事業所が39．2％、仕入れ先が参考として示すレンタル価格を参考に設定してい   

ると回答した事業所が 34．6％、他の事業所を参考に設定していると回答した事業所は  

18，5％であった。  

このことから福祉用具貸与事業では、他社との比較の中で価格を設定するよりも、サ   

ービス内容や仕入れコストをもとに設定している事業所が多い市場であることが推察さ   

れる。  

（3）利用者調査の結果   

貸与事業所の選択に際し、利用者自らが複数の事業所ごとの価格を比較するケースは   

少なく、また、介護支援専門員も複数の事業所の情報を利用者に提供するケースが少な   

いと推察される。   

なお、「価格はほとんど考慮しなかった」と回答した利用者は約半数で、その理由の   

43．5％は「介護支援専門員の判断にまかせている」と回答しており、費用の9割が保険   

給付される介護保険の仕組みのなかで、サービス需要の価格弾力性が低くなっている可   

能性が窺える。   

これらの結果から、現状では、利用者側の需要行動で価格が決定されていると言うよ   

りも、概ね事業所（或いはレンタル卸業者）の意向によって価格決定されている状況が  
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推測される。   

以上の結果からサービス内容や貸与価格に関する情報、さらには利用者自らが比較検  

討できるような環境作りが必要であるものと考えられた。  

3．福祉用具貸与事業の損益及び責用構造   

福祉用具貸与事業所を対象とした経営実態調査の結果、一部の大規模な事業所について  

はわずかな黒字が確認できるものの、全国的な傾向としては、赤字傾向にあることが確認  

された。   

また、レンタル卸を利用しているような小規模な事業所では経営状況の厳しさが確認さ  

れた。   

黒字事業所と赤字事業所とでは、利用者数および収益の差に較べて費用の差が小さいこ  

とから、事業規模の差に較べて固定費の総額は大きな差が生じておらず、規模拡大による  

メリットを得やすい構造の可能性が窺われた。   

また、貸与する福祉用具は、種目によって、概ね3～4年で購入価額を回収するものと、  

1年で回収できるようなものがあることが想定できた。   

貸与事業における費用構成については、居住系サービスに近いことがわかった。  

Ⅳ．まとめ  

介護保険制度における福祉用具貸与サービスは、競争的な市場メカニズムを実現するこ  

とにより適切なサービスが安価に提供されることを期待されたが、今回の調査では、星空  

しも競争的な市場にはなっていないことがわかった。福祉用具貸与は、モノだけでなくサ  

ービスも含まれていることもあり、利用者側が値頃感を得にくい業態であるなど、情報の  

非対称性が指摘できるが、事業者、利用者ともに自由市場におけるサービスの提供／選択  

に慣れていない側面もあると考えられる。   

今後は自由価格市場におけるメリットをより明確にすることが重要であり、その実現を  

促す情報提供を促進するとともに、貸与事業者に求められているサービス内容に見合う対  

価に着目した価格のあり方を明確にすることが重要である。   

また、自由価格市場におけるメリットが実琴されることを前提に、福祉用具貸与におけ  

る保険給付のあり方についても検討が進められることが望まれる。   



福祉用具の保険給付の在り方に関する改善のための論点  

現行制度における課題  
報告書からの抽出（※）   

報告書以外に参考とする資料（案）  

（P60）   価格差ではなく、記入ミス  悸考資料5l  
6         価格の最大値が平均値等  や不正請求と推測される外  国保連合会介護給付適正化シス テム   と比較すると非常に高額に  れ値が存在しているのでは   な 

っているケースが存在  ないか。   

（P84）  

利用者調査において、事業  利用者は適切な情報を得  
所を選択する際に「価格は  た上で選択を行っている  

ほとんど考慮しなかった」と  

回答した利用者は約半数  

で、その理由の43．5％は  

「介護支援専門員の判断に  

まかせている」と回答してお  

Ⅱ                    り、続いて27．6％が「サー  

ビス内容を重視しているの  
で、価格にはこだわらない」  

と回答している云  
市場原理が働いていない  

のではないか。   

（P85）  

利用者が事業者の選択を  
行う際の情報の不足やそれ  

を活用して自ら選択する環  
境にはない。   

（※）平成18年度老人保健健康増進等事業「介護保険における福祉用具の貸与の実態に関する調査研究事業 報告書」（19．3（財）テクノエイド協会）   



福祉用具の保険給付の在り方に関する改善のための論点  

報告書からの抽出（※）  

報告書以外に参考とする資料（案）   

（P95）  
平均回収期間が平均貸与  ・全種目の平均回収期間、平均貸  

推定された回収期間は、車 いすが約47ケ月 
Ⅲ    、特殊寝台  

目は、貸与という給付方式 い  
になじまなのではない  

か。   
な分析が必要と思われる。  

（※）平成18年度老人保健健康増進等事業「介護保険における福祉用具の貸与の実態に関する調査研究事業報告書」（19．3（財）テクノエイド協会）   



福祉用具の保険給付の在り方に関する改善のための論点  

現行制度における課題  
報告書からの抽出（※）   

報告書以外に参考とする資料（案）  

（P97）  

実利用者1人あたりの訪問  
回数別に、福祉用具1件あ  
たり福祉用具調達費用以外  

の費用を基に算出した指数  

を比較すると、1ケ月に1回  
以上の場合が最も高いが、  

訪問回数との間に一定の傾  
向は見られない。   

（P98）  

サービス内容に見合う対価  

に着目した価格の在り方を  
明確化  

①現に貸与に要した費用  
の中に不明瞭なコストが存  

在しているのではないか。   

②人的サービス、物的サー  
ビス両方を分ける必要があ  

るのではないか。   

③提供するサービスに対す  

る価格は適切かどうか。   

④サービスの質の内容は  

確保されているか。  

・薬価の価格設定の考え方   

・レンタル価格設定の考え方（コス  

ト構造）  

（※）平成18年度老人保健健康増進等事業「介護保険における福祉用具の貸与の実態に関する調査研究事業報告書」（19．3（財）テクノエイド協会）   



福祉用具の保険給付の在り方に関する改善のための論点  

報告書からの抽出（※）  
報告書以外に参考とする資料（案）   

（P74）  

電動ギヤツジベッドは比較  

的長期間貸与を受ける傾向   ・短期間及び長期間利用者の状  

利用者の状態像の予後に     にあるが、介助用幸いす、後   態像の特徴  
Ⅴ                 輪駆動式幸いすは1～2ケ月  応じた用具の給付が行わ  ・状態像の変化予測（予後予測）  

の短期間で返却する場合  の考え方   

と、35ケ月以上の長期間貸  
与を受ける場合の二極化が  

見られる。   

（※）平成18年度老人保健健康増進等事業「介護保険における福祉用具の貸与の実態に関する調査研究事業報告書」（19．3（財）テクノエイド協会）   




